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子育てするなら　井手町で

目次
同報系デジタル防災行政無線システム P04
風しんの抗体検査を受けましょう P05
がん検診を受診しましょう P06
井手町子育て支援コンシェルジュを設置しました！ P09
後期高齢者医療制度のお知らせ P10　
木造住宅耐震改修の補助　拡充しました！ P13

広報いで　IDE TOWN PUBLIC RELATIONS

確実な情報伝達で
くらしを守ります



広報いでR6-07 2

い
で
の
ま
ち
か
ど

オ
ウ
ツ

チ
ン

グ

　

井
手
町
は
６
月
５
日
（
水
）、

本
格
的
な
雨
の
シ
ー
ズ
ン
を

控
え
、
関
係
機
関
と
合
同
で

防
災
パ
ト
ロ
ー
ル
を
実
施
し
、

豪
雨
な
ど
に
よ
る
災
害
発
生

の
恐
れ
が
あ
る
危
険
箇
所
の

現
状
や
、
防
災
対
策
の
状
況

な
ど
を
確
認
し
ま
し
た
。

　

防
災
パ
ト
ロ
ー
ル
に
は
、
西

島
寛
道
町
長
、
町
消
防
団
を

は
じ
め
、
京
都
府
や
田
辺
署
、

京
田
辺
市
消
防
署
井
手
分
署

な
ど
の
関
係
機
関
が
参
加
。

　

斜
面
の
落
石
防
護
網
設
置

工
事
や
道
路
拡
幅
工
事
が
行

わ
れ
て
い
る
玉
川
上
流
域
の

府
道
和
束
井
手
線
を
は
じ
め
、

防
災
工
事
が
進
め
ら
れ
て
い

る
蛇
谷
川
、
冠
水
対
策
や
歩

関係機関の災害対策の取組み
に感謝を述べる西島町長

蛇谷川上流域の現場を視察する皆さん

災
害
危
険
箇
所
、
対
策
状
況
な
ど
確
認

　
　
　
　
　
関
係
機
関
と
防
災
パ
ト
ロ
ー
ル

道
の
整
備
が
進
む
府
道
上
狛
城

陽
線
、
河
床
の
整
備
が
進
め
ら

れ
る
青
谷
川
な
ど
を
視
察
し
、

そ
れ
ぞ
れ
の
対
応
状
況
な
ど
を

確
認
し
ま
し
た
。

犯
罪
・
非
行
の
な
い
地
域
社
会
を

　
　
　

社
会
を
明
る
く
す
る
運
動

　

第
74
回
社
会
を
明
る
く
す
る

運
動
の
強
調
月
間
（
７
月
）
を

前
に
、
井
手
地
区
推
進
委
員
会

の
田
中
義
孝
さ
ん
、
小
川
京
子

さ
ん
、
岩
田
喜
美
子
さ
ん
が
６

月
10
日
（
月
）
役
場
を
訪
れ
、

運
動
へ
の
理
解
と
協
力
を
求
め

る
内
閣
総
理
大
臣
か
ら
の
メ
ッ

セ
ー
ジ
を
西
島
寛
道
町
長
に
手

渡
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
運
動
は
、
犯
罪
や
非
行

の
な
い
安
全
で
安
心
な
地
域
社

会
を
築
く
こ
と
を
目
的
に
、
犯

罪
や
非
行
の
防
止
と
罪
を
犯
し

た
人
た
ち
の
更
生
に
つ
い
て
、

地
域
の
理
解
を
深
め
よ
う
と
い

う
取
組
み
で
す
。

西島町長にメッセージを手渡す皆さん

林
野
火
災
に
備
え
技
術
磨
く

　
　

井
手
町
消
防
団
が
訓
練

　

井
手
町
消
防
団
（
脇
田
英
訓

団
長
）
に
よ
る
林
野
火
災
訓
練

が
６
月
９
日
（
日
）、
玉
津
岡

神
社
で
行
わ
れ
、
消
防
団
員
や

京
田
辺
市
消
防
署
井
手
分
署
員

ら
約
１
０
０
名
が
、
万
一
の
林

野
火
災
に
備
え
て
、
水
の
確
保

が
難
し
い
山
の
中
で
の
消
火
作

業
や
延
焼
防
御
の
技
術
な
ど
を

確
認
し
ま
し
た
。

　

訓
練
は
、
水
防
訓
練
と
交
互

に
隔
年
で
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

今
回
は
、
玉
津
岡
神
社
周
辺

の
山
林
か
ら
出
火
し
た
と
の
想

定
で
、
団
員
た
ち
が
境
内
ま
で

複
数
の
小
型
ポ
ン
プ
を
中
継
し

て
放
水
す
る
訓
練
な
ど
を
繰
り

広
げ
ま
し
た
。

西島町長より講評を受ける団員の皆さん

玉川上流域の視察現場



広報いで R6-073

　

井
手
町
老
人
ク
ラ
ブ
連
絡
協

議
会
は
６
月
11
日
（
火
）、
生

き
が
い
づ
く
り
事
業
と
し
て
取

り
組
ん
で
い
る
じ
ゃ
が
い
も
を

収
穫
し「
弥
勒
会　

い
で
の
里
」

へ
寄
贈
し
ま
し
た
。

　

じ
ゃ
が
い
も
は
、
役
場
庁
舎

近
く
の
畑
で
今
年
３
月
か
ら
メ

ン
バ
ー
の
皆
さ
ん
が
育
て
て
き

た
も
の
で
す
。

　

収
穫
し
た
じ
ゃ
が
い
も
は
、

コ
ン
テ
ナ
４
箱
分
ほ
ど
に
な

り
、
カ
レ
ー
や
肉
じ
ゃ
が
、
フ

ラ
イ
ド
ポ
テ
ト
等
に
調
理
さ

れ
、
利
用
者
さ
ん
に
提
供
さ
れ

ま
す
。
施
設
の
方
々
に
大
変
喜

ん
で
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

推
進
委
員
会
で
は
、
強
調
月

間
に
合
わ
せ
て
街
頭
啓
発
な
ど

に
取
り
組
ま
れ
る
予
定
で
す
。

収
穫
し
た
じ
ゃ
が
い
も
寄
贈

　

井
手
町
老
人
ク
ラ
ブ
連
絡
協

「いでの里」に寄贈されたじゃがいも

地域交流拠点

営業時間
カフェ　9：00～ 17：30（ラストオーダー 17：00）
直販所　9：00～ 18：00
営業日　毎週火曜日～日曜日・祝日

休業日　毎週月曜日、年末年始
　　　　月曜日が祝日の場合は営業、翌火曜日を休業
TEL：0774-82-5600　HP：https://teoterasuide.jp/

　

多
賀
小
学
校
の
４
年
生
９
名

が
６
月
13
日
（
木
）、
多
賀
浄

水
場
を
見
学
し
ま
し
た
。

　

社
会
科
の
授
業
の
一
環
で
行

わ
れ
て
い
る
授
業
で
す
。

　

浄
水
場
を
訪
れ
た
児
童
た
ち

は
、
役
場
の
職
員
か
ら
説
明
を

受
け
な
が
ら
、
浄
水
場
の
施
設

の
概
要
や
浄
化
の
方
法
を
は
じ

め
、
水
道
水
が
各
家
庭
に
送
ら

れ
る
仕
組
み
な
ど
に
つ
い
て
学

習
し
ま
し
た
。

水
道
の
仕
組
み
学
ぶ

　

多
賀
小
４
年
生
浄
水
場
見
学水道水の仕組みを学ぶ多賀小の児童たち

冷やしつけじゃんめん（7月 2日より販売）
テオテラス名物「井手じゃんめん」の冷やしつけ麺が新登場！

「7月のケーキ」（7月 2日より販売）
「さつま芋と和三盆のモンブラン」「チョコレートケーキ」「瀬戸内レモンと日向夏のケーキ」
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防
災
行
政
無
線
で
流
れ
る
情
報

と
対
応
に
つ
い
て

災
害
の
緊
急
告
知

　

地
震
や
風
水
害
等
の
災
害
に

関
す
る
緊
急
情
報
を
放
送
し
ま

す
。

※
全
国
瞬
時
警
報
シ
ス
テ
ム

（
Ｊ
‐
Ａ
Ｌ
Ｅ
Ｒ
Ｔ
）
と
連
動

し
、
緊
急
地
震
速
報
や
、
気
象

等
の
特
別
警
報
、
有
事
関
連
情

報
を
瞬
時
に
放
送
し
ま
す
。

避
難
情
報

　

災
害
時
及
び
災
害
の
発
生
が

予
想
さ
れ
る
場
合
に
、「
避
難

指
示
」
な
ど
の
避
難
情
報
を
放

送
し
ま
す
。

こ
れ
ら
の
放
送
が
流
れ
た
ら
…

◆
す
べ
て
の
場
合
の
基
本
行
動

▽
身
を
守
る
た
め
に
最
善
を
尽

く
す
。

▽
直
ち
に
命
を
守
る
行
動
を
と

る
。

▽
避
難
情
報
に
従
っ
た
行
動
を

と
る
。

◆
緊
急
地
震
速
報

▽
落
ち
着
い
て
火
の
始
末
を
す

る
。

▽
テ
レ
ビ
、
ラ
ジ
オ
を
つ
け
、

情
報
を
収
集
す
る
。

◆
気
象
等
の
特
別
警
報

▽
町
が
発
表
す
る
避
難
情
報
に

従
い
、
行
動
す
る
。

▽
崖
崩
れ
や
土
石
流
の
危
険
箇

所
、
増
水
し
た
河
川
や
用
水
路

な
ど
に
近
づ
か
な
い
。

▽
大
雨
や
暴
風
の
中
の
避
難
は

非
常
に
危
険
で
あ
り
、
避
難
途

中
で
被
災
す
る
可
能
性
が
あ

る
。

▽
避
難
所
が
遠
い
と
き
は
、
避

難
所
で
な
く
と
も
付
近
の
安
全

な
施
設
に
避
難
す
る
。

▽
夜
間
や
外
が
冠
水
し
て
い
る

場
合
な
ど
外
出
が
危
険
な
時

は
、
上
階
な
ど
、
家
の
中
の
少

し
で
も
安
全
な
場
所
に
移
動
す

る
。

◆
有
事
関
連
情
報

▽
あ
わ
て
ず
、
放
送
内
容
に

従
っ
て
行
動
す
る
。

同報系デジタル防災行政無線システムは

　

同
報
系
デ
ジ
タ
ル
防
災
行
政

無
線
シ
ス
テ
ム
を
５
月
１
日
よ

り
運
用
開
始
し
て
い
ま
す
。

　

地
域
住
民
の
皆
様
に
、
い
ち

早
く
災
害
な
ど
の
情
報
を
お
伝

え
す
る
た
め
、
情
報
伝
達
手
段

と
し
て
屋
外
ス
ピ
ー
カ
ー
に
よ

り
伝
達
し
ま
す
。

　

ま
た
、
公
共
施
設
や
指
定
避

難
所
等
に
は
戸
別
受
信
機
を
整

備
し
、
運
用
し
て
い
ま
す
。 地域住民の暮らしと安全を守ります

２４時間、３６５日



広報いで R6-075

昭和 37 年 4 月 2 日生から昭和 54 年 4 月 1 日生の男性の方は来年の３月末まで無料で受けられます
風しんの抗体検査を受けましょう
　風しんの発生及びまん延を予防するため、抗体の
保有率が低い世代の男性の方を対象に、抗体検査と
麻しん風しん混合（ＭＲ）ワクチン接種を無料で行っ
ています。
　公費で受けていただけるのは、令和 6年度が最終
年度です。
無料クーポン券の（再）交付申請について
　令和 4年 6月に、対象者へクーポン券を送付して
います。（対象者には勧奨通知も送付しています）
　紛失された場合は、クーポン券を再発行しますの
で、保健センターへお問合せください。
まず、風しんの抗体検査を
受検方法 クーポン券と本人確認書類を準備し、

医療機関に予約の連絡を
実施期間 令和 7年 3月 31日（月）まで
実施医療機関 町内実施医療機関（岡林医院、水野

クリニック）、他協力医療機関（厚生
労働省ホームページに掲載）

○抗体検査 医療機関で血液検査を行い、結果は後
日医療機関から説明を聞いてください。

○予防接種 抗体検査の結果、十分な量の抗体がな
い場合は、風しんの予防接種を受けら
れます。

風しんはワクチンで防げる感染症です
　風しんは、飛まつ（唾液のしぶき）などによって
他の人にうつる、感染力が強い感染症です。妊娠早
期の妊婦が風しんに感染すると、赤ちゃんが先天性
風しん症候群（眼や耳、心臓に障がいが出ること）
になる可能性があります。
　大人になって感染すると無症状～軽症のことが多
いですが、まれに重篤な合併症を併発することがあ
ります。また、無症状でも他人に風しんをうつすこ
とがあるので、感染を拡大させないためには、社会
全体が免疫を持つことが重要です。

問合せ／保健センター℡８２－３３８５

◆
熱
中
症
特
別
警
戒
ア
ラ
ー
ト

▽
翌
日
に
熱
中
症
の
危
険
性
が

極
め
て
高
く
な
る
こ
と
が
予
測

さ
れ
る
こ
と
か
ら
熱
中
症
特
別

警
戒
ア
ラ
ー
ト
が
発
表
さ
れ
た

場
合
に
、
熱
中
症
予
防
行
動
を

促
す
た
め
放
送
し
ま
す
。

防
災
行
政
無
線
放
送
内
容

災
害
時

　

避
難
に
関
す
る
情
報
は
、
次

の
よ
う
な
内
容
が
放
送
さ
れ
ま

す
。

　

自
然
災
害
か
ら
身
を
守
る
た

め
、「
早
め
の
避
難
」
を
心
が

け
ま
し
ょ
う
。

▽
避
難
情
報
▽
緊
急
地
震
速
報

▽
国
民
保
護
に
関
す
る
情
報
▽

気
象
情
報
（
特
別
警
報
）
▽
そ

の
他
の
緊
急
情
報	

平
常
時

▽
定
時
放
送
（
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク

チ
ャ
イ
ム
）
▽
訓
練
放
送
▽
一

般
行
政
情
報　

な
ど

　

ス
ピ
ー
カ
ー
か
ら
の
音
声

放
送
は
、
距
離
や
家
の
気
密

性
、
風
雨
等
の
影
響
な
ど
に
よ

り
、
内
容
ま
で
聞
き
取
れ
な
い

場
合
が
あ
り
ま
す
。
聞
き
取
れ

な
か
っ
た
場
合
は
、
次
の
方
法

で
も
ご
確
認
い
た
だ
け
ま
す
。　

ま
た
、
有
事
の
際
は
テ
レ
ビ
や

ラ
ジ
オ
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等

に
よ
り
ご
自
身
で
も
積
極
的
に

情
報
の
入
手
に
努
め
て
く
だ
さ

い
。

テ
レ
フ
ォ
ン
サ
ー
ビ
ス
の
ご
案

内
（
通
常
の
通
話
料
が
か
か
り

ま
す
）

　

屋
外
拡
声
子
局
（
ス
ピ
ー

カ
ー
）
か
ら
の
放
送
内
容
を
音

声
で
確
認
で
き
ま
す
。（
℡
82

‐
６
３
２
０
）

防
災
情
報
配
信
サ
ー
ビ
ス
に

ぜ
ひ
ご
登
録
を

　

災
害
時
な
ど
の
防
災
情
報
を

メ
ー
ル
や
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
受
け
取
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

▽
メ
ー
ル
で
の
配
信　

①
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
を
読
み
取
り
、

空
メ
ー
ル
を
送
信
し
て
く
だ

い
。
②
届
い
た
返
信
メ
ー
ル
に

従
っ
て
登
録
を
し
て
く
だ
さ

い
。
③
登
録
完
了
の
メ
ー
ル
が

届
き
ま
す
。

▽
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
の
配
信　

　

聴
覚
障
が
い
の
あ
る
人
な

ど
、
音
声
で
情
報
を
入
手
困
難

な
人
を
対
象
に
、
防
災
情
報
を

Ｆ
Ａ
Ｘ
で
無
料
配
信
し
ま
す
。

事
前
に
登
録
が
必
要
と
な
り
ま

す
の
で
、
安
心
・
安
全
推
進
課

（
℡
82
‐
６
１
７
０
）
に
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
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大切な人のために命を守る
　がん検診を受診しましょう
胃内視鏡検査も含めて
すべてのがん検診を無料で受けられるのは
　　　　　　　　京都府内では井手町だけです

が
ん
検
診

　

日
本
人
の
２
人
に
１
人
は

一
生
の
う
ち
に
が
ん
に
罹
る

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

井
手
町
で
は
、
男
性
の
肺

が
ん
と
女
性
の
大
腸
が
ん
の

死
亡
者
が
特
に
多
い
で
す
。

　

が
ん
検
診
の
対
象
者
は
症

状
が
な
い
人
＝
健
康
な
人
で

す
。
忘
れ
ず
に
が
ん
検
診
を

受
診
し
ま
し
ょ
う
。

が
ん
検
診
の
メ
リ
ッ
ト

　

検
診
を
受
け
、
が
ん
の
早

期
の
発
見
・
治
療
を
す
る
こ

と
で
が
ん
に
よ
る
死
亡
率
を

低
下
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

が
ん
を
早
期
発
見
で
き
る
期

間
は
わ
ず
か
で
す

　

が
ん
を
早
期
発
見
で
き
る

期
間
は
わ
ず
か
で
す
の
で
、

定
期
的
に
受
診
し
、
進
行
す

る
前
に
発
見
す
る
こ
と
が
重

要
で
す
。

　

検
診
は
毎
年
（
胃
が
ん
検

診[

胃
内
視
鏡
検
査]

・
乳
が

ん
・
子
宮
頸
が
ん
検
診
に
お

い
て
は
２
年
に
１
回
）
受
診

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

た
だ
し
、
お
身
体
の
不
調

や
症
状
が
あ
る
場
合
は
次
の

検
診
を
待
た
ず
に
医
療
機
関

を
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

精
密
検
査
ま
で
が
が
ん
検
診

で
す

　

検
診
で
「
異
常
あ
り
」
と

な
っ
た
場
合
は
、
必
ず
精
密

検
査
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

検
診
は
町
と
、
各
医
療
機
関
・

検
診
実
施
機
関
が
連
携
し
て

行
っ
て
い
ま
す
（
精
密
検
査

の
結
果
は
町
に
報
告
さ
れ
ま

す
）。

無料

がん検診の流れ

●
胃
が
ん
（
バ
リ
ウ
ム
に
よ

る
胃
の
Ｘ
線
検
査
又
は
胃
の

内
視
鏡
検
査
で
調
べ
ま
す
）

　

胃
が
ん
は
、
胃
の
粘
膜
に

で
き
る
が
ん
で
す
。
早
期
に

発
見
で
き
れ
ば
、
胃
を
取
ら

ず
に
が
ん
を
治
療
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
が
、
早
期
の
う

ち
は
自
覚
症
状
が
ほ
と
ん
ど

な
い
た
め
、
検
診
を
定
期
的

に
受
診
す
る
こ
と
が
重
要
で

す
。

●
肺
が
ん
（
胸
の
Ｘ
線
検
査

で
調
べ
ま
す
）

　

肺
が
ん
の
一
番
の
危
険
因

子
は
タ
バ
コ
で
す
。
た
だ
し
、

タ
バ
コ
が
原
因
と
は
い
え
な

い
肺
が
ん
も
あ
り
、
た
ば
こ

を
吸
わ
な
い
人
で
あ
っ
て
も

注
意
が
必
要
で
す
。
特
に
肺

の
奥
に
で
き
る
が
ん
は
、
咳

や
た
ん
な
ど
の
症
状
が
出
に

く
く
、
発
見
が
遅
れ
や
す
い

の
で
、
定
期
的
に
が
ん
検
診

を
受
診
す
る
こ
と
が
必
要
で

す
。

●
大
腸
が
ん
（
便
検
査
で
出

血
が
あ
る
か
調
べ
ま
す
）

　

大
腸
が
ん
は
、大
腸
（
結
腸
・

直
腸
）
に
発
生
す
る
が
ん
で
、

良
性
の
ポ
リ
ー
プ
が
が
ん
化

す
る
も
の
や
、
正
常
な
粘
膜

か
ら
直
接
発
生
す
る
も
の
が

あ
り
ま
す
。
早
期
の
大
腸
が

ん
は
自
覚
症
状
が
ほ
と
ん
ど

な
い
た
め
、
検
診
を
定
期
的

に
受
診
す
る
こ
と
が
重
要
で

す
。

●
乳
が
ん
（
問
診
・
マ
ン
モ

グ
ラ
フ
ィ
検
査
で
調
べ
ま
す
）

　

乳
が
ん
に
な
る
人
は 

30 

歳

代
後
半
か
ら
増
え
始
め
、
40
・

50 

歳
代
の
女
性
の
が
ん
死
亡

原
因
の
ト
ッ
プ
で
す
。
早
期

の
乳
が
ん
は
自
覚
症
状
が
な

い
こ
と
が
多
い
た
め
、
検
診

を
定
期
的
に
受
診
す
る
こ
と

が
重
要
で
す
。

●
子
宮
頸
が
ん
（
視
診
・
内
診
・

子
宮
頚
部
細
胞
診
で
調
べ
ま

す
）

　

子
宮
頸
が
ん
は
、
20 

歳
代

後
半
か
ら
増
加
す
る
女
性
特

有
の
が
ん
で
す
。
子
宮
の
入

口
近
く
（
子
宮
頸
部
）
に
で

き
ま
す
。
子
宮
頸
が
ん
は
早

期
の
う
ち
は
症
状
が
な
く
、

進
行
す
る
に
つ
れ
て
、
月
経

以
外
の
出
血（
不
正
出
血
）や
、

お
り
も
の
の
変
化
、
腰
痛
、

腹
痛
な
ど
が
現
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
す
。

がん検診

異常あり

異常なし

がん発見 治　療

異常なし
または
良性病変

次回も検診を
受けましょう

精密検査



広報いで R6-077

●
前
立
腺
が
ん(

血
液
検
査

で
調
べ
ま
す)

　

前
立
腺
の
細
胞
が
が
ん
化

し
て
異
常
増
殖
す
る
男
性
特

有
の
病
気
で
す
。
加
齢
（
患

者
さ
ん
の
多
く
が
60
歳
以

上
）、
遺
伝
的
要
因
、
食
生
活

の
欧
米
化
な
ど
が
危
険
因
子

と
し
て
挙
げ
ら
れ
、
年
々
前

立
腺
が
ん
の
が
ん
患
者
は
増

加
し
て
い
ま
す
。

　

申
込
方
法
な
ど
に
つ
い
て

は
、６
月
配
布
「
各
種
健
（
検
）

診
の
お
知
ら
せ
」
を
ご
覧
い

た
だ
く
か
、
井
手
町
保
健
セ

ン
タ
ー
（
℡
82
‐
３
３
８
５
）

ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

対象年齢 項目 受診回数 実施期間 申込締切 費用

40歳以上

胃がん検診（胃バリウム検査）

年度に１回
11/21、11/22 8/31

無料

肺がん検診

大腸がん検診 7/1 ～ 10/31
実施期間内に
町内医療機関
へ直接申込

乳がん検診（集団）

２年度に１回

10/23 7/31

乳がん検診（個別） 7/1 ～
　令和７年2/28 12/20

20 歳以上 子宮頸がん検診 7/1 ～
　令和７年2/28 12/20

50 歳以上 胃がん検診（胃内視鏡検査） 7/1 ～
　令和７年1/31 12/20

55 歳以上 前立腺がん検診 年度に１回 7/1 ～ 10/31
実施期間内に
町内医療機関
へ直接申込

※検診のデメリットもあります。
①がん検診で 100％がんが見つかるわけではないこと
②がんでないのに「要精密検査」と判定される場合があること
③検査に伴う偶発症の問題（バリウムの誤嚥など）

今年度から、50 歳以上の方は胃内視鏡
検査を選択できるようになりました。

　日常生活で、お困り事やお悩み事はありませんか？
　７月から井手町地域包括支援センターの町職員が、
75 歳以上の「一人暮らしの方」や「高齢者世帯の方」
を訪問してお話をお伺いします！

　井手町地域包括支援センターは、高齢者が住み慣れた
地域で安心して過ごすことが出来るように、必要な支援
を行う組織で、活動の中に、「高齢者宅への訪問活動」
があります。
　これは、高齢者の方のご自宅を訪問し、日常生活での
お困り事やお悩み事の相談を伺う、というものです。
　併せて、お元気なうちから取り組める「介護予防」に
関する情報や、各種サービス・制度のご紹介も行います。
　井手町では、コロナ禍でストップしていた訪問活動を、
７５歳以上のひとり暮らし・高齢者世帯の方で介護保険
利用者や、既に町の事業で把握している方を除いた方を
対象に行います。
　なお、本年度は、地域の民生児童委員さんにご協力を
いただき、優先して訪問する方を選定して実施する予定
です。
　お困りごとなどございましたら、お気軽に相談くださ
い。
　訪問活動へのご理解、ご協力をよろしくお願いいたし
ます。
※井手町地域包括支援センターは井手町の組織で、職員
は町職員です。

井手町井手橋ノ本１３（保健センター内）　
井手町地域包括支援センター（℡ 82-3690）

高齢者宅への訪問活動のご案内
包括支援センター
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日々の生活の中で健康を意識し、健康づくりを実践するきっかけにぜひご活用ください

各地域のサロン等に出向いて
                フレイル予防の出前講座を行います
　高齢期にバランスのよい食事をとり、何でも食
べられるよう口腔機能を保つことで自立生活を長
く維持することができます。そのための知識を歯
科衛生士と管理栄養士がお伝えします。
◇場　所 ：各地区公民館
◇時　間 ：30分～１時間
◇費　用 ：無　料
◇講　義
内　容

：「ごっくん力を鍛えて肺炎を予防しよう」
（歯科衛生士）
「バランスよく食べて低栄養を予防しよう」
（管理栄養士）

◇申込み ：保健センター
（℡８２－３３８５まで）

　人生 100 年時代、高齢化は今後さらに進むため、
高齢者の自立生活を長く維持することは、ますま
す重要になっています。

　健康と、介護が必要な状態の中間で、筋力や心
身の活力が低下した状態を「フレイル」と言い、
このフレイルの状態は、工夫することで予防や改
善でき、健康な状態に戻すことができるとも言わ
れています。また、予防の 3本柱は「栄養、身体
活動、社会参加」とされ、　　　
具体的には・・・　

① バランスのよい食事をとり、何でも食べられるよ
う口腔機能を保つこと

② 散歩や有酸素運動をしてじっとしている時間を減
らす

③ 人と関わる機会を増やし、生きがいを感じる生活
を心がける

　この 3つが高齢者の方にとっては大事とされていま
す。健康のためにフレイル予防を日々意識して過ごし
ましょう。

健康 フレイルの状態 介護が必要な状態

危険大

身
体
の
能
力



広報いで R6-079

　6月に子育て支援コンシェルジュの活動が始まりま
した。
　保健センターにいる5名の保健師がコンシェルジュ
チームとして、子育ての悩みや相談に対して「何が
できるか」を一緒に考え、必要な支援につながるよう、
伴走者のような存在で子育てのサポートをさせてい
ただきます。
※「コンシェルジュ」とは、フランス語で「案内人」を意味し、「子
育て支援コンシェルジュ」とは、子育て中の保護者の皆様の立場
に立ってお話を伺い、適切な支援につなげる子育て案内人です。

子育て支援コンシェルジュの
　　　　　　　活動を開始しました

コンシェルジュから一言
　保健センターでは乳幼児健診以外に、親子（母子）
手帳発行や育児相談など、妊娠期から子育て期まで
のご家庭を対象に様々な事業を行っており、様々な
相談が寄せられています。

　先日は他市から井手町へ転入された妊婦さんが来
所されました。
　「井手町に土地勘がなく、近くに手伝ってくれる人
もいません。出産前後に第１子を保育園に預けられ
るかどうか、またいざという時に利用できるサービ
スがあるかどうかが知りたくて」とのご相談でした。
　保育園に関しては担当課である住民福祉課をご案
内し、『子育て情報誌』に沿って一時保育やフレンド
リーサポートなど、産前産後に利用できるサービス
をご紹介しました。また、他のお母さん方と交流で
きる場である『子育て支援センター』をご紹介し、
必要であれば同行もできるとお伝えしました。

　ちょっと気になることがあるけど、誰にきけばい
いかわからない・・・
　こんなこと相談してもいいのかな・・・
　育児に疲れた。誰かと話したい・・・　など、
　子育てや家庭のちょっとした不安を気軽に相談し
てもらえたらうれしいです。

例えば
〇しつけや生活習慣のこと
〇子どもの発達について
〇子どもの預け先が知りたい
〇井手町への移住を考えているが、町の子育て情報
　が知りたい
〇妊娠中に井手町の子育て情報が知りたい

　など、井手町在住の方だけでなく、これから井手
町で子育てを考えている方も、この自然豊かな環境
で安心して“自分らしい”子育てができるように、
みんなで一緒に考え、サポートしていきます。

こんな相談を受けています

専用電話 ℡ 0774-82-3415
メール hoken-c@town.ide.lg.jp
場所 〒 610-0302

井手町井手橋ノ本 13
時間 午前９時～午後５時（土日祝・年末年始は除く）

電話、メール、窓口相談、訪問相談からお好きな相談方法
でご利用ください。

相談方法
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後期高齢者医療制度のお知らせ

◆均等割：下表のとおり、世帯（被保険者と世帯主）の所得に応じて軽減されます。
軽減割合 世帯の総所得金額等が下記の基準を超えない世帯

７割軽減	 【基礎控除額（43万円）＋ 10万円×（給与所得者等の数－ 1）】を超えない世帯

５割軽減 【基礎控除額（43万円）＋ 2９．５万円×被保険者数＋ 10万円×（給与所得者等の
数－ 1）】を超えない世帯

２割軽減 【基礎控除額（43万円）＋５４．５万円×被保険者数＋ 10万円×（給与所得者等の
数－ 1）】を超えない世帯

※ 災害及びその他の事情により、保険料の納付が困難な場合に、申請により減額・徴収猶予が受けら
れる場合があります。

※ 制度加入の前日まで、会社の健康保険や協会けんぽ、共済組合の被扶養者であった方は、当分の間、
所得割額はかかりません。また、均等割額は資格取得後２年間に限り、５割軽減されます（国民健
康保険や国民健康保険組合の加入者は該当しません）。

保険料の軽減措置

保険料算出方法

保険料
　限度額80万円
　　　　　（※１）

＝ 被保険者
一人当たり

均等割額

56,340 円
＋

所得割額
（総所得金額等
－基礎控除額（43 万円））

× 10.95％（※2）

保険料の支払い方法
　原則として年金から天引きされます。年金から天引きできない
方は納付書等で納めます。年金から天引きになっている方でも、
申請することによって口座振替に変更ができます。
※		口座振替に変更した場合、その社会保険料控除は口座振替によ
り支払った方（口座名義人）に適用されます。これにより、世帯
全体の所得税や住民税が減額となる場合がありますので、十分ご
留意ください。

●限度額適用・標準負担額減額認定証の更新について
　現在「認定証」をお持ちの方は令和 6年 7月 31 日で有効期限
が切れますが、引き続き低所得者（非課税世帯）と確認が取れた
方には新しい「認定証」を被保険者証送付の際に同封します。
　なお、現在「認定証」をお持ちでない方で非課税世帯に該当さ
れる方は申請が必要ですので、保健医療課までお越しください。
　申請時に必要なもの・・・後期高齢者医療被保険者証

後期高齢者医療制度についての、ご相談・お問い合わせは、保健医療課（℡８２－６１６６）まで

●後期高齢者医療被保険者証の更新について
　令和 6年 7月 31日で「桃色」の被保険者証は有効期限が切れ、
令和 6年 8月からは「うぐいす色」の被保険者証に変わります。
井手町保健医療課から新たな被保険者証を 7月中旬に簡易書留
で送付します。8月以降に医療機関等で受診される場合は必ず新
しい「うぐいす色」の被保険者証を提示してください。
●保険料について
　令和 6年度の保険料額決定通知書を、被保険者の皆様あてに 7
月中旬に送付しますのでご確認ください。

※１	昭和 24年 3月 31日以前に生まれた方等は 73万円（令和 6年度のみの措置）
※２	基礎控除後の総所得金額等が 58万円以下の方は 10.11％（令和 6年度のみの措置）
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	令和６年 6月 3日時点で本町に住民登録があり、下
記の「支給対象世帯」となられた世帯に対し、給付金
を支給します。
支給対象世帯
(1) 世帯全員の令和 6年度分の住民税が非課税または
住民税均等割のみ課税である世帯
(2) 上記 (1) の世帯以外で、予期せず家計が急変した
ことにより、世帯全員が住民税非課税相当となった世
帯
※下記の世帯は対象外となります。
　・令和 5年度住民税が非課税の世帯（家計急変世帯
　　を含む）
　・令和 5年度住民税が均等割のみ課税の世帯
　・世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等
　　（子・親等）の扶養を受けている世帯
　・既に他の市区町村で本給付金と同様の給付金を受
　　給した世帯

支給額
1 世帯あたり 10 万円
うち、同一世帯に 18 歳以下の児童がいる世帯には、
対象児童１人あたり５万円を加算
（ともに給付は１回限り）

実施期間：７月１日 (月 ) ～１０月３1日 ( 木 )			※休診日を除く
実施場所：◎岡林医院

◎水野クリニック
　上記医療機関もしくは、綴喜地区の実施医療機関
　（詳しくは、対象者に郵送する案内で確認して下さい）

対 象 者：４０歳以上の国民健康保険加入者
後期高齢者医療保険加入者（入院中・介護保険等施設入所者は除く）
※国保・後期高齢者の人間ドックを受診（予定）の方は、特定健診・
健康診査は受診できません。

費　　用：無料
お問い合わせ先　　保健医療課（℡８２－６１６６）

受給者証等の申請受付日程
場　所 日時 地区

いづみ人権交流センター 7月 22日（月） 午前 9時～ 11時半 北区・南区
老人福祉センター賀泉苑 7月 23日（火） 午前 9時～ 11時半 多賀地区

役場１階中会議室 7月 24日（水） 午前 9時～午後 1時 玉水区・水無区・高月区・上井手区
・田村新田区・石垣区

※ご不明な点等お問い合わせは、保健医療課（℡ 82-6166）まで

国民健康保険特定健康診査・後期高齢者健康診査のお知らせ
　　1 年に 1 回は自己の健康管理のために健診を受けましょう

福祉医療受給者証等の更新の時期が来ました
●福祉医療受給者証 (老人医療・障害・ひとり親 )
●重度心身障害老人健康管理事業対象者証
※令和６年８月より、精神障害１級及び精神障害２級
の一部（精神障害者手帳更新で１級から２級へ変更と
なった方等）も対象となります。

これらの受給者証をお持ちの方（新規対象者含む）で
令和６年度該当と思われる方について、７月中旬ごろ
申請書等を送付しますので、手続きをお願いします。
郵送による申請も行いますので、ご利用ください。（返
信用封筒を同封します）

手続き等
(1) 令和 6年度に新たに住民税非課税となった世帯ま
たは住民税均等割のみ課税となった世帯
①世帯の全ての方が、令和 6年 1月 1 日以前から井
手町にお住いの場合
　・対象となる世帯には、住民福祉課から給付内容や
　　確認事項が書かれた確認書が届きます。
　・中身を確認して、住民福祉課に返信してください。
②世帯の中に、令和 6年 1月 2 日以降に転入した方
がいる場合
　・給付金を受け取るには、申請が必要です。
　・申請書に必要事項を記入して、添付書類と一緒に
　　住民福祉課の窓口に、直接または郵送でご提出く
　　ださい。
(2) 予期せず家計が急変したことで収入が減少し、世
帯全員が住民税非課税相当となった世帯
　・給付金を受け取るには、申請が必要です。
　・申請書に必要事項を記入して、添付書類とともに
　　住民福祉課の窓口にご提出ください。

申請期限
令和 6年 10月 31日（消印有効）
お問い合わせは住民福祉課（℡８２‐６１６４）へ。

井手町非課税世帯等臨時特別給付金及び
井手町低所得の子育て世帯生活支援給付金に関するお知らせ
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年
金
事
務
所
等
の
窓
口
で
年
金
の
手
続
き
や

　
　

相
談
を
希
望
す
る
場
合
、
予
約
は
可
能
で
す
か
？

Ａ
．
日
本
年
金
機
構
で
は
、
全
国
の
年
金
事
務
所
、
街
角
の
年
金
相
談
セ

ン
タ
ー
で
年
金
相
談
の
予
約
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
年
金
事
務
所
等
の
窓

口
で
年
金
請
求
の
手
続
き
や
受
給
し
て
い
る
年
金
に
つ
い
て
の
相
談
を
希

望
さ
れ
る
方
は
、
予
約
相
談
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
予
約
相
談
の
申
し
込

み
は
予
約
受
付
専
用
電
話
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
行
っ
て
い
ま
す
。
電
話

予
約
の
場
合
は
、
電
話
番
号
０
５
７
０
‐
０
５
‐
４
８
９
０
（
ナ
ビ
ダ
イ

ヤ
ル
）、
受
付
時
間
は
、
月
～
金
（
平
日
）
８
時
30
分
～
17
時
15
分
、
土
日

祝
日
は
ご
利
用
し
て
い
た
だ
け
ま
せ
ん
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
予
約
の
場
合

は
、パ
ソ
コ
ン
で
「
日
本
年
金
機
構　

予
約
相
談
」
と
検
索
し
て
く
だ
さ
い
。

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
・
携
帯
電
話
か
ら
も
ご
予
約
が
可
能
で
す
。

　

ご
予
約
い
た
だ
く
と
、
相
談
さ
れ
る
方
の
ご
都
合
に
あ
わ
せ
て
ス
ム
ー

ズ
に
相
談
で
き
ま
す
。
ま
た
、
相
談
内
容
に
あ
っ
た
職
員
が
事
前
に
準
備

の
う
え
、
丁
寧
に
対
応
し
ま
す
。
た
だ
し
、
混
雑
状
況
に
よ
り
、
時
間
ど

お
り
の
ご
案
内
が
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

ご
予
約
は
、
来
訪
を
希
望
す
る
日
の
１
カ
月
前
か
ら
前
々
日
ま
で
受
付

し
て
い
ま
す
。
ご
予
約
の
際
、
基
礎
年
金
番
号
の
わ
か
る
年
金
手
帳
、
年

金
証
書
等
を
ご
準
備
し
て
く
だ
さ
い
。
予
約
状
況
に
よ
り
、
日
時
な
ど
ご

希
望
に
添
え
な
い
場
合
が
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
お
早
め
に
ご
予
約
く
だ
さ

い
。

　

予
約
相
談
の
実
施
時
間
帯
は
、
月
～
金
曜
日
８
時
30
分
～
16
時
、
第
２

土
曜
日
９
時
30
分
～
15
時
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

年
金
事
務
所
へ
の
来
訪
が
困
難
な
場
合
、
ご
家
族
の
方
が
ご
本
人
に
か

わ
っ
て
年
金
の
請
求
な
ど
の
手
続
き
を
し
て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

そ
の
場
合
、
相
談
窓
口
に
、
ご
本
人
か
ら
の
委
任
状
（
本
人
署
名
、
押
印
）、

ご
本
人
の
印
鑑
、
来
訪
さ
れ
る
方
の
本
人
確
認
で
き
る
書
類
（
運
転
免
許

証
な
ど
）
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
、
お
近
く
の
年
金
事
務
所
又
は
住
民
福
祉
課
（
℡
82
―

６
１
６
４
）
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

母
子
家
庭
の
母
親
の
健
康
管
理
の
一
助

と
し
て
、
京
都
第
一
赤
十
字
病
院
、
日

本
赤
十
字
社
京
都
府
支
部
の
御
厚
意
に
よ

り
、無
料
で
半
日
の
人
間
ド
ッ
ク
（
検
診
）

を
実
施
し
ま
す
。

◎
実
施
内
容
等
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お

り
で
す
。

■
実
施
期
間
／
令
和
７
年
１
月
～
令
和
７

年
３
月　

土
・
日
、
祝
日
を
除
く
平
日
の

午
前
中
（
受
付
時
間
８
時
～
８
時
30
分
）

※
年
始
（
１
月
１
日
～
１
月
３
日
）
は
休

み■
実
施
場
所
／
京
都
第
一
赤
十
字
病
院
健

診
セ
ン
タ
ー

■
対
象
者
／
・
現
に
児
童
扶
養
手
当
を
受

給
し
て
い
る
方
（
令
和
６
年
４
月
１
日
時

点
の
受
給
者
）・
井
手
町
内
に
居
住
す
る

母
子
家
庭
の
母
親
で
あ
っ
て
、
令
和
６
年

４
月
１
日
現
在
満
30
歳
以
上
65
歳
未
満
の

方
・
過
去
に
母
子
家
庭
人
間
ド
ッ
ク
を
受

診
し
た
者
に
あ
っ
て
は
、
昨
年
度
に
受
診　

を
し
て
い
な
い
方

■
申
込
方
法
／
京
都
府
山
城
北
保
健
所
綴

喜
分
室
及
び
井
手
町
役
場
に
あ
る
所
定

の
受
診
申
込
書
に
記
入
の
う
え
、
１
１
０

円
切
手
を
貼
っ
た
返
信
用
封
筒
（
宛
名
明

記
）
を
添
え
て
、
同
保
健
所
綴
喜
分
室
ま

た
は
役
場
住
民
福
祉
課
へ
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

■
募
集
定
員
／
京
都
府
内
（
京
都
市
を
除

く
）
で
80
名
（
定
員
を
超
え
る
申
し
込
み

が
あ
っ
た
場
合
は
、
受
診
で
き
な
い
場
合

が
あ
り
ま
す
。受
診
の
可
否
に
つ
い
て
は
、

返
信
用
封
筒
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。）

■
申
込
締
切
／
令
和
６
年
８
月
30
日（
金
）

必
着

■
検
査
項
目
／
尿
検
査
、
便
検
査
、
血
液

検
査
、
胸
部
レ
ン
ト
ゲ
ン
、
胃
透
視
（
バ

リ
ウ
ム
検
査
）、
心
電
図
検
査
、
内
科
・

子
宮
頸
が
ん
検
査

■
費
用
／
検
査
に
要
す
る
経
費
は
無
料
で

す
が
、
精
密
検
査
（
再
検
査
）
及
び
交
通

費
は
本
人
負
担
と
な
り
ま
す
。

■
お
問
い
合
せ
は
、
京
都
府
山
城
北
保

健
所
綴
喜
分
室
（
℡
63
‐
５
７
４
５
）、

ま
た
は
役
場
住
民
福
祉
課
（
℡
82
‐

６
１
６
４
）
ま
で
。

令
和
６
年
度

　
　

母
子
家
庭
人
間
ド
ッ
ク
受
診
者
の
募
集
に
つ
い
て
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井手町木造住宅耐震診断士
　　　　　派遣事業のご案内

木造住宅耐震改修の補助　拡充しました！
耐震改修（今回拡充対象）
　本年１月発生の能登半島地震で、木造住宅に甚大な被害が発生したことから、町
内の木造住宅の耐震化をさらに促進するため、耐震改修補助の拡充を行いました。（令
和６年度・令和７年度分の補助金に限ります。）
自己負担額：改修に要した費用の「５分の１」から「２０分の１」に拡充
補助金の上限：１００万円から１５０万円に拡充
（例）総額１５０万円の場合　→　自己負担　７．５万円＋補助金　１４２．５万円

・耐震診断結果が１．０未満のものを改修後１．０以上に向上させるもの。
※耐震診断については、井手町木造住宅耐震診断士派遣事業実施要綱 (平成１８年井
手町告示第２４号 )に基づいた耐震診断士又は建築士によるものに限る。
簡易耐震改修
　・屋根を軽量化すること等簡易な改修の方法により耐震性を向上させるもの。
　・費用の４/５( 最高４０万円 )を補助します。
耐震シェルター設置
　・住宅が倒壊しても居室内の安全性を確保するもの。
　・費用の３/４( 最高３０万円 )を補助します。
　　※補助対象となる耐震シェルターについては、ホームページをご覧ください。
＜補助対象＞次の要件にすべて該当する木造住宅。
①住戸の半分以上の床面積が住宅として使用されているもの。
②昭和５６年５月３１日以前に着工され、完成しているもの。
③町税等の滞納がない者であること。

＜募集戸数＞限りがございますので、上限に到達時点で受付を終了します。
＜申込期限＞令和６年１２月２７日（金）まで
　　詳しいお問い合わせは　建設課（℡８２‐６１６７）までお願いします。

　本町では地震による被害を少しでも減らし、安心して暮らしていただくために、
木造住宅耐震化支援制度（耐震診断士の派遣や耐震改修費用の補助）を行っています。
〇井手町木造住宅耐震診断士派遣事業
＜内容＞木造住宅の耐震診断を希望される方に対し、耐震診断士を派遣します。
＜補助対象＞次の要件すべてに該当する木造住宅。
①住戸の半分以上の床面積が住宅として使用されているもの。
②昭和５６年５月３１日以前に着工され、完成しているもの。
③自己診断（誰でもできるわが家の耐震診断）の評価が９点
以下であるもの。

＜必要な費用＞３０００円（診断一戸あたりの自己負担）
＜募集戸数＞限りがございますので、上限に到達時点で受付を終了します。
＜申込期間＞令和７年１月３１日（金）まで

京都府住宅脱炭素化促進事業（ZEH）補助金
～省エネ住宅で健康で快適な生活を始めませんか？～

　冬は暖かく、夏は涼しい省エネ住宅を新築・購入する府民
の方へ、最大 30万円が交付されます。新しい生活を検討中の
方、積極的に申請してください。詳細はWebへ。
■申込み・ご相談先
京都府地球温暖化防止活動推進センター（℡ 075-803-1129）
https://www.kcfca.or.jp/project/2024zeh/

　お問い合わせは産業環境課（82-6168）まで。

安心・安全なまちを目指して

　７月１０日～１９日は府民防犯旬間です。近年、自転
車盗が増加しています。自転車の施錠を確実に行い、盗
まれないようにするなど、一人ひとりが被害防止を心が
け、犯罪のない安心・安全なまちづくりに取り組んでい
きましょう。

お問い合わせは
　　　安心・安全推進課（82-6170）まで。
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【調整給付金のイメージ（注３）】

「定額減税しきれないと見込まれる方」への
　　　　　　　給付金（「調整給付金」）のご案内

「調整給付金」とは？
・デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、
納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族１人につき、４万円（令和６年分の所得
税から３万円・令和６年度分の個人住民税所得割から１万円）の「定額減税」が
行われます（注１）。
・その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、当該定額減税しきれ
ない額を１万円単位に切り上げて算定した「調整給付金」が支給されます（注２）。

対象者の方には確認書をお届けします。
　　　　　　　　　　↓
給付金を受け取るには、返信が必要です	。
確認書の記載内容をご確認のうえ、必要事項を記入
し、本人確認書類等と一緒にご返信ください。
　　　　　　　　　　↓
審査の上、順次、給付金を口座振込いたします。
（井手町が確認書を受理した日から２週間後が目安
です。）

※定額減税しきれないと見込まれる方への給付金
（「調整給付金」）の「振り込め詐欺」や「個人情報
の詐取」にご注意ください！
　自宅や職場などに都道府県・市区町村や国 (の職
員 ) などをかたる不審な電話や郵便があった場合
は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相
談専用電話 (＃ 9110) にご連絡ください。
　また、都道府県・市区町村や国の機関を名乗るお
心当たりのないメールが送られてきた場合、メール
に記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を
入力したりせず、速やかに削除していただきますよ
うお願いいたします。

＊お問い合わせは、税務課（℡ 82‐６１６３）まで。

・所得税と個人住民税所得割の少なくとも一方を納
められており、定額減税しきれない額が生じること
が見込まれる方が支給対象者です。

・支給金額の具体例は、以下のとおりです。
＜例１＞一人暮らしで、所得税１万円・住民税所得
割２万円（減税前）の納税者の場合
⇒・所得税から１万円の減税、住民税所得割から
１万円の減税が行われます。
・定額減税しきれない所得税分の２万円が、調整給
付金として支払われます。
＜例２＞４人家族で、内１人が所得税３万円・住民
税所得割２万円（減税前）の納税者の場合（注４）
⇒・所得税から３万円の減税、住民税所得割から
２万円の減税が行われます。
・定額減税しきれない所得税分の９万円と住民税分
２万円の計 11万円が、調整給付金として支払われ
ます。
（注４）所得税及び個人住民税において、扶養親族等として申
告されている方が、定額減税及び調整給付金の算出基礎となり
ます。詳しくは国税庁HPや総務省HPをご覧ください。

支給対象者・支給金額について
※支給金額は、個別の課税状況により異なるものであり、
下記はあくまで一例です。

定額減税しきれない額
⇒調整給付金を支給

減税額／支援額
減税「前」の税額

一
人
当
た
り
の

定
額
減
税
額

（
４
万
円
）

所得減税額

所得税・個人住民税の
定額減税（注１）

支給対象者・支給金額について

（注１）定額減税についての詳細は、国税庁HPや総務省HPをご覧ください。
（注２）令和５年の課税状況に基づき、給付額を算定のうえ、令和６年度個人住民税課税市町

村より支給されます。令和６年分の所得税が令和５年分の所得税よりも減少した場合
等には、令和６年分の所得税の確定後に、給付金を追加で支給する場合もあります。

（注３）所得税及び個人住民税所得割それぞれで定額減税しきれない額を算出し、両者を合算
の上、１万円単位に切り上げた額が支給額となります。
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日　時 ７月３０日（火）　午後１時半～３時
会　場 山吹ふれあいセンター　会議室
内　容 開校式 式　辞 井手町教育委員会　中田　邦和　教育長

講  演 演　題　 『和楽器に触れよう』
　　　　　　　　   　　 ・和楽器の歴史と演奏鑑賞　
　　　　　　　　　　　・参加者による大正琴、筝、三味線、尺八の演奏体験
講　師  　琴

き ん

伝
で ん

流
りゅう

大正琴 大師範補　地
じ

歌
う た

筝
そ う

曲
きょく

三
さ ん

絃
げ ん

 師匠　
　　　　　村

む ら

上
か み

　彰
しょう

琇
しゅう

　氏　　他５名
町バス運行計画 ※　運行経路が昨年度と一部変更になっています

【行き】（多賀コース）ワダヘアーサロン前	→	ワタキューセイモア前	→	元ＪＡスタンド前→	元養鶏場前
　　　　　　　１2：３５　　　　　　　１2：３９　　　　　　　　１２：４３　　		　　１２：４５

　　　　　　→	岩倉橋	→	南部公民館前	→	石山踏切前	→	会場着
　　　　　　　１２：４７　　　１２：５０　　　　　１２：５２　			１２：５５

（井手コース）ＪＲ玉水駅前	→	いづみ人権交流センター	→	元フラワーショップ前
　　　　　　　１３：０３　　　　１３：０７　　　　　　　　　１３：０９

　　　　　　→	井手小学校前	→	三軒坂下（奥玉川橋）	→	会場着
　					　　　　	１３：１１　　　			１３：１３　　　　　　	　１３：１６

【帰り】行きと逆まわり

井手玉川大学第２回講座（文化講演会）　予告
日　時 9 月１０日（火）　午後１時半～３時
会　場 山吹ふれあいセンター　会議室
内　容 講　演　　演題　『おかげ踊りの歴史』

　　　　　講師　精華町教育委員会生涯学習課
　　　　　　　　　　　　　　古文書等調査員　中

なか

川
かわ

　博
ひろ

勝
かつ

　氏

井手玉川大学開講式及び第 1 回講座のご案内
　井手玉川大学（高齢者教室）開校式・第１回講座
を下の要領で実施します。
　年間の受講申し込みの受付は、6月２８日（金）
で終了しましたが、定員に余裕がありますので、ご
希望の方はお申し込みください。また、昨年度受講
され、今年度も受講を希望される方の中で、まだ、

今年度の受付を済まされていない方も、お手数です
が改めてお申し込みください。
　申込は電話（℡８２－６３００）または、ファッ
クス（Fax ８２－５３３２）により教育委員会社会
教育課で受け付けています。

①二十歳のつどいで企画運営をしていただく実行委
員を募集しています。

式典予定日　令和７年１月１２日（日）
　　　　　　　　　　　　　　午後１時～

内容
・企画会議への参加（２～３回程度開催予定）
・式典開催の準備及び式典での役割
・第２部（恩師や同級生との交流）の企画など

②「記念品受け取り」を行っていただける方を募集
します！
＊記念品を受け取る代表者　１名
式典中の記念品贈呈の際に、代表者として記念品を
受け取っていただきます。

対象者　平成 16 年（2004 年）4 月 2 日から平成
17年（2005 年）4月 1日までに出生された方

問い合わせは、井手町教育委員会社会教育課
　　　　　　　　（℡０７７４－８２－６３００）

令和７年二十歳のつどいの実行委員等の募集について
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7 月の利用方法について

【利用時間】平日	午前 8時半～午後 4時半		 土曜	午前 8時半～正午
【利用料金】一日　2000 円　半日　1000 円　給食費　250 円

　利用の際には事前の面談と予約が必要です。
　その他詳細については子育て支援センター
　（℡ 82－ 2232）までお問合せください。

●一時預かり「いちごぐみ」の利用について
お仕事や冠婚葬祭、リフレッシュなどのために一時預かりを行っており
ます

子育て支援カレンダー
子育て支援センターって？
子育て支援センターは、親子で一緒に遊んだり、子育ての情報交換や相談のできるところです。
センター内には手作りのおもちゃもたくさんあります。自由に気軽に遊びに来てください♪
【所在地】井手町大字井手小字玉ノ井４８－２（玉川保育園内にあります）
【TEL・FAX】８２－２２３２
【開いてる日】月曜日～金曜日（祝祭日を除く）午前９時半～午後４時

【開館日】 月曜日～金曜日（祝日を除く）
【時　間】	 午前の部　		9 時半～正午

午後の部		　2時～ 4時
※ 各時間の利用人数は 15 人までです。
※ 7月 11日（木）・１6日（火）・23日（火）・25日（木）
の午前中はイベントを開催しているため、センターへの
来所や電話相談のご利用はできません。
17日（水）の午前中は相談のみご利用できます。

【相談事業】 電話相談 午前 9時半～午後 4時
来所相談 午前 9時半～正午・午後 2時～４時

　その他詳しい情報については、井手町のホームページに掲載される「子
育て支援センターだより」をご覧ください。

7月の午前中は子育て支援センターのテラスで水遊びが
できます。
【日程】7月 22日（月）からの月曜日・水曜日
　　　・金曜日
【時間】１０：００～１１：００
　　　　１家族 20分を目安に遊んでください。
【持ち物】水あそびができる服装・タオル・着替え
【その他】風邪症状（発熱・咳・鼻水・下痢など）があ
　　　　る場合はお控えください。

詳しい日程は「子育て支援センターだより」のカレン
ダーに記載しています。

子育て支援センターだより
　子育て支援センターの毎月の予定
や、詳しい情報に関しては、「子育て
支援センターだより」にてご確認くだ
さい。

水あそびをしよう‼

消防署からお知らせ

お問合せ　　京田辺市消防署　井手分署　　℡８２－３０００

・花火を人や家に向けたり、燃えやすいもののある場所で遊ん
　だりしないようにしましょう。
・子供たちだけで花火をしない！させない！
・水の用意は忘れずに！
・たくさんの花火に、一度に火をつけないようにしましょう。
・風が強いときは花火をしない

花火遊びは、迷惑にならない場所と時間と後始末

　暑さにより注意力も散漫になり、警戒心も薄れる時季
において、不注意による火気取扱いからの火災の発生を
防止するため、８月１日（木）から８月７日（水）まで
の７日間、『夏の火災防止運動』を実施します。
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いづみ児童館情報 いづみ児童館（℡８２ー４１１２）
【イベント】

教室等 日程・内容 講師等

コーラス教室
午前１0時～ 11時半

７月 13日（土）・合唱練習
８月 24日（土）・合唱練習

講師：笠原かおるさん、丸山敦子さん
対象：小学生
持ち物：上ぐつ・お茶・タオル

ヒップホップダンス教室
午後１時半～２時 15分（１～３年生）
午後２時 20分～３時５分（１～６年生）

７月 13日・27日（土）
・ステップ練習
８月 31日（土）
・ステップ練習

講師：西島陽さん
対象：小学生
持ち物：上ぐつ・お茶・タオル
※動きやすい服装で参加してください。

英語で遊ぼう
午後３時～４時半

８月５日（月）
・パフェ作り

講師：ピーター・ロレン・クリスラーさん
　　：クリスラー智子さん
定員：15名
参加費：１００円（当日徴収）
対象：小学生
持ち物：上ぐつ・お茶・エプロン・三角巾・マスク・
タオル

スポーツ交流教室
午後１時半～３時

７月 20日（土）
・ボッチャ
・輪投げ

講師：井手町スポーツ推進委員さん
定員：15名
対象：小学生
持ち物：上ぐつ・お茶・タオル
※動きやすい服装で参加してください。

スポレク
午後３時半～４時半（７月 20日）
午後２時～３時
（８月３日	：	対象１～３年生）
（８月 10日：	対象４～６年生）
午後１時半～２時半
　　　　　　（８月 17日・24日）

７月 20日（土）
・昔遊び（けん玉・コマなど）
８月３日・10日（土）
・ヨーヨーつり
・手作りくるくるレインボー
８月 17日（土）
	・プラバンキーホルダー
８月 24日（土）
・折り紙教室

講師：児童館職員
対象：小学生
持ち物：上ぐつ ･お茶・タオル
参加費：100 円（当日徴収）※８月３日・10日（土）

プログラミング教室
①	午前 10時～ 11時
②	午前 11時～ 12時

７月 27日（土）
・基本的なプログラミング
８月 31日（土）
・プログラミング的考えとは

講師：三宅一成さん
定員：①②各 10名
対象：小学生
持ち物：上ぐつ・お茶・タオル

お楽しみ会
午後１時半～３時
（７月 19日・８月７日・27日）
午後３時～４時　
（８月３日	：	対象１～３年生）
（８月 10日	：	対象４～６年生）

７月 19日（金）・８月 27日（火）
・かき氷
８月３日・10日（土）
・夏祭り
８月７日（水）
・スイカわり

参加費：100 円（当日徴収）※８月３日・10日（土）
対象：小学生
持ち物：上ぐつ・お茶・タオル

【学習会・自由来館】

無料塾
「いでやまぶき学習会」
◆小学生（午後 4時～ 5時）
◆中学生（午後 5時～ 6時）

小学生
山吹ふれあいセンター集会室 ※８月の山吹ふれあいセンター集会室での学習会はお休みです。

小学生
いづみ児童館

【開催日時】８月 27日（火）・29日（木）の午後４時～５時
【持ち物】宿題・筆記用具・上ぐつ・お茶・タオル

スポーツ活動
(対象：小学生 )

【開催日時】８月 27日（火）・29日（木）　午後５時～５時半
※スポーツ活動に参加する時は、学習会に必ず参加してください。
　スポーツ活動だけの参加はできません。

中学生 ７・８月の学習会はお休みです。

夏休み学習会
（対象：小学生）

【開催日時】７月 26日（金）・７月 31日（水）　午前９時半～１１時半
【持ち物】夏休みの宿題・筆記用具・上ぐつ・お茶・タオル
【場　所】いづみ児童館

自由来館
（対象：小学生 ･中学生）

学校から一度帰宅してから利用することができます。
無料塾「いでやまぶき学習会」開催日及び土日・祝日を除く児童館開館日。
持ち物：宿題 ･筆記用具 ･上ぐつ ･お茶・タオル
※夏休み期間中の利用時間は、午前９時～ 11時半、午後１時～４時半となります。

体育館遊び
（対象：小学生 ･中学生）

自由来館での学習終了後から午後４時半まで利用することができます。
※利用人数が多い時等、安全を考慮して学年や時間をわけて利用となる場合があります。
※熱中症対策として、体育館内の暑さ指数（WBGT）が３１以上で危険基準を超えた場合は、
　体育館の使用を中止しますので、予めご了承ください。
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◇ テ	ー	マ 人権（命）の大切さを表す内容のもの
◇ 応募資格 井手町在住または在勤の方
◇ 応募方法 【ポスター】 一人一点とします。四つ切り画用紙（縦 ･横自由）で着色画材は自由です。

裏面に、名前（ふりがな）、年齢（小中学生の場合は学校名と学年）、住所（町
外在住で町内在勤の方は勤務先も）、電話番号を記入してください。

【標　　語】 一人一点とします。名前（ふりがな）、年齢（小中学生の場合は学校名と学年）、
住所（町外在住で町内在勤の方は勤務先も）、電話番号を記入してください。

◇ 提	出	先 井手町いづみ人権交流センターに直接持参または郵送で提出してください。
〒 610-0302　井手町井手段ノ下 37-1　井手町いづみ人権交流センター宛
※標語はファックス（８２－４１１２）でも受け付けています。

◇ 締め切り ９月６日（金）
◇ そ	の	他 ・応募作品の著作権及び使用権は主催者に帰属するものとします。

・応募作品は返却しません。
・応募作品についての個人表彰は行いません。
・作品を応募していただいた方には、参加賞を贈ります。

・ 詳しくは、いづみ人権交流センターまでお問い合わせください。（℡８２-３３８０）

 人権について考えよう！
第２１回井手町人権啓発コンクール

ポスター ･ 標語を募集します
　井手町では、人権啓発活動の一環として、第 21
回井手町人権啓発コンクールを開催し、「人権ポス
ター」及び「人権標語」を募集します。同和問題を
はじめ、女性（ドメスティック ･ バイオレンス）、
子ども（児童虐待）、高齢者、障がいのある人など、

さまざまな人権課題への思いや、命の大切さなどを、
ポスターや標語で表現してください。
　応募作品は、今後の人権啓発活動で活用します。
ご応募お待ちしています。

いづみまなび教室情報 いづみ人権交流センター
行　事 日　程 内　容 持ち物等

　　　　　大　正　琴

対象：60歳以上の井手町在住者

７月１２日（金）
８月　９日（金）
午前１０時～正午
７月２６日（金）
午前１０時～１１時半

未経験者・初心者を対象に楽しく学
びます。
【講師】大西　いつ子　さん

大正琴、楽譜
※初めのうちは先生から借りることも
できます。

　　　　　太　極　拳

対象：16歳以上の井手町在住ま
たは在勤者

７月１２日（金）
８月　９日（金）
午後 1時半～３時半
７月２６日（金）
午後 1時半～３時

未経験者・初心者を対象に楽しく学
びます。
【講師】森田　栄子　さん

運動のできる服装、上履き、飲み物

　　　　ペ　ン　習　字

対象：16歳以上の井手町在住ま
たは在勤者

７月１６日（火）
８月　６日（火）
午前１０時～正午

いろいろな字を練習します。初心者
が対象です。 筆ペンまたは筆

　　　　手　芸　教　室　①

対象：16歳以上の井手町在住ま
たは在勤者

７月３０日（火）
午前１０時～正午

液状プラスチックぬりえ
（シールとして使用可能）
（サイズ　15× 15ｃｍ
冷蔵庫、窓ガラスに貼れます）
【講師】　(株 )　コバヤシ

［持ち物］エプロン
［参加費］無料
（おひとり 2種類を作製）
［定　員］１５名（参加者多数の場合、
抽選。抽選もれの方のみに連絡）
［締　切］７月２２日（月）

　　　　手　芸　教　室　②

対象：60歳以上の井手町在住者

８月　１日（木）
８月　５日（月）
８月　８日（木）
午前１０時～正午

帆布のバッグ
【講師】　山田　博子　さん

［持ち物］裁縫道具
［参加費］無料
［定　員］１４名（参加者多数の場合、
抽選。抽選もれの方のみに連絡）
［締　切］７月２６日（金）

　　　　いこいの場サロン
対象：16歳以上の井手町在住ま
たは在勤者

７月２２日（月）
午前１０時～正午

季節に応じたデコレーションや
編み物などを参加者同士で教え
あいながら作り上げます。

　　　　人　権　学　習

対象：16歳以上の井手町在住ま
たは在勤者

７月２６日（金）
午前１１時半～正午
午後３時～３時半

DVD を視聴して人権について
学習します。

※お問い合わせ・お申込みはいづみ人権交流センター（℡８２－３３８０）まで
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《ピラティス教室》
日　時 ／ ８月１９日（月）・２３日（金）・２６日（月）・３０日（金）、９月２日（月）

各午後 7時半～９時
内　容 ／ 背骨や骨盤の動きに焦点を当てたエクササイズをします。年齢に関わらず、

運動が苦手な方でも無理なく安全に行えます
対　象 ／ １６歳以上の井手町在住または在勤者
持ち物 ／ 運動のできる服装・バスタオル・フェイスタオル各１枚、タオルケット・

ヨガマット（持っている方のみ）・飲み物（水分補給用）
参加費 ／ 無料
定　員 ／ ２0人（定員を超えた場合は抽選を行い、抽選もれの方にのみ連絡します。）
申込み ／ ８月１６日（金）までに、いづみ人権交流センターへお申込みください。
＊お問い合せは、いづみ人権交流センター（℡８２－３３８０）まで

１　募集種目及び試験期日等
募集種目 受付期間 試験期日 資　格

航空学生
７月１日（月）	～
　　　９月５日（木）

１次：９月１６日（月祝）
２次：１０月１２日（土）
　　　　　　　　　～１７日（木）
３次：（海）１１月１５日（金）
　　　　　　～１２月１１日（水）
（空）　１１月９日（土）
　　　　　　～１２月１２日（木）

海：１８歳以上２３歳未満の者
　　（高卒又は高専３年次修了者
　　　　　　　（いずれも見込含））
空：１８歳以上２4歳未満の者
　　（高卒又は高専３年次修了者
　　　　　　　（いずれも見込含））

一般曹候補生
（２回目）

７月１日（月）～
　　　９月３日（火）

１次：９月２０日（金）
　　　　　　　　～２２日（日祝）
２次：１０月１３日（日）・１４日
（月祝）・２１日（月）
いずれか１日を指定します。

１８歳以上３３歳未満の者
（３２歳の者は、採用予定月の末日
現在、３３歳に達していない者）

自衛官候補生
男　子

年間を通じて行っており
ます。

受付時にお知らせします。※ １８歳以上３３歳未満の者
（３２歳の者は、採用予定日の末日
現在、３３歳に達していない者）女　子

（注）※令和７年３月高等学校卒業予定者又は中等教育学校卒業予定者のための採用試験は、令和６年９月
１６日以降に行います。
詳細につきましては、下記に確認してください。

２　受付及び問い合わせ先
　（１）　自衛隊京都地方協力本部（京都市中京区西ノ京笠殿町３８　℡	０７５－８０３－０８２１）
　　　　URL　https://www.	mod.go.jp/pco/kyoto/　Email		recruit1-kyoto ＠ pco.mod.go.jp
　（２）　宇治地域事務所（宇治市広野町西裏７１－５　S.C	OKUBO２０２号室　℡４４－７１３９）
　　　　Email		kyoto.pco.uji ＠ rct.gsdf.mod.go.jp
　（３）　その他　自衛隊各駐屯地・各基地においても案内を行っています。

令和６年度自衛官募集案内

　

住
宅
地
で
サ
ル
を
み
か
け
た
ら
、
追
い
払
い

の
道
具
が
な
い
場
合
、
危
険
を
避
け
る
た
め
に

以
下
の
こ
と
に
注
意
し
、
井
手
町
産
業
環
境
課

へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。	

■
近
づ
か
な
い
・
目
を
合
わ
さ
な
い
・
大
き
な

声
を
出
さ
な
い
、
驚
か
せ
な
い

　

サ
ル
を
刺
激
す
る
と
襲
わ
れ
る
場
合
が
あ
り

ま
す
の
で
、
こ
れ
ら
の
行
為
は
避
け
、
速
や
か

に
そ
の
場
を
離
れ
る
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
日
ご
ろ
か
ら
次
の
こ
と
に
注
意
し
て
サ
ル

を
住
宅
地
に
近
づ
け
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ

う
。

■
絶
対
に
エ
サ
を
与
え
な
い
、
エ
サ
を
見
せ
な

い
　

人
が
エ
サ
を
く
れ
る
こ
と
を
覚
え
る
と
サ
ル

が
そ
こ
に
居
着
い
た
り
、
農
作
物
を
荒
ら
し
た

り
、
周
り
の
家
に
侵
入
す
る
な
ど
、
地
域
全
体

に
被
害
を
引
き
起
こ
す
原
因
と
な
り
ま
す
。

■
エ
サ
と
な
る
も
の
を
残
さ
な
い

　

収
穫
さ
れ
ず
に
畑
に
放
置
さ
れ
た
ま
ま
の
野

菜
や
捨
て
ら
れ
た
野
菜
く
ず
や
、
実
が
な
っ
た

ま
ま
の
ビ
ワ
や
柿
、
栗
な
ど
は
エ
サ
に
な
り
、

野
生
動
物
が
出
没
す
る
原
因
と
な
り
ま
す
の

で
、
早
急
に
収
穫
す
る
か
、
処
分
す
る
よ
う
に

し
ま
し
ょ
う
。

■
サ
ル
を
追
い
払
う

　

農
作
物
な
ど
の
被
害
防
止
対
策
と
し
て
は
、

追
い
払
う
こ
と
も
必
要
で
す
。
追
い
払
わ
な
い

で
い
る
と
、
そ
こ
が
安
全
な
場
所
と
認
識
し
、

た
び
た
び
現
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
い
ま

す
。
た
だ
し
、
追
い
払
う
た
め
の
道
具
が
な
い

場
合
や
、
一
人
だ
け
し
か
い
な
い
場
合
な
ど
危

険
を
感
じ
る
場
合
に
は
、
む
や
み
に
近
づ
か
ず

静
か
に
速
や
か
に
遠
ざ
か
り
ま
し
ょ
う
。

　

お
問
い
合
わ
せ
は
、
産
業
環
境
課
（
℡
82
‐

６
１
６
８
）
ま
で
。

野
生
の
サ
ル
を
み
か
け
た
ら
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●

Information

おしらせ
　

血
液
は
長
期
保
存
す
る
こ
と
が
で
き

ず
、
人
工
的
に
作
る
こ
と
も
で
き
な
い
た

め
１
年
を
通
じ
て
継
続
的
な
献
血
へ
の
ご

協
力
を
お
願
い
し
て
い
ま
す
。

　

献
血
は
全
国
各
地
に
あ
る
献
血
ル
ー
ム

で
、
献
血
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

井
手
町
で
は
左
記
の
日
時
で
献
血
を
実

施
し
ま
す
。

　

暑
い
時
期
は
輸
血
用
血
液
が
不
足
し
て

い
ま
す
。

　

住
民
の
皆
様
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

日
時
／
８
月
22
日
（
木
）

　
　
　

午
前
10
時
～
正
午

場
所
／
井
手
町
役
場
（
受
付
１
階
）

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、保
健
セ
ン
タ
ー（
℡

82
‐
３
３
８
５
）
ま
で

薬
物
に
対
す
る
警
戒
心
や
抵
抗
感
が
あ
ま

り
な
い
人
が
一
定
数
い
る
こ
と
が
分
か
っ

て
い
ま
す
。
そ
の
多
く
の
人
が
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
等
か
ら
、
違

法
薬
物
は
無
害
な
ど
と
い
っ
た
誤
っ
た
情

報
を
得
る
こ
と
に
よ
り
警
戒
心
が
薄
れ
て

き
て
い
ま
す
。

　
「
か
っ
こ
い
い
か
ら
」「
１
回
だ
け
な
ら
」

と
い
っ
た
好
奇
心
か
ら
手
を
染
め
て
し
ま

う
ケ
ー
ス
が
多
く
み
ら
れ
ま
す
が
、
乱
用

薬
物
に
は
依
存
性
が
あ
る
た
め
、
薬
物
の

効
果
が
切
れ
る
と
ま
た
使
い
た
く
な
り
、

次
第
に
自
分
の
意
志
で
は
止
め
ら
れ
な
く

な
り
ま
す
。
ま
た
、
薬
物
を
入
手
す
る
た

め
に
恐
喝
や
強
盗
な
ど
の
犯
罪
を
起
こ
し

て
し
ま
い
、
自
分
だ
け
で
な
く
家
庭
の
崩

壊
や
社
会
生
活
の
破
壊
な
ど
を
招
く
要
因

と
な
り
ま
す
。

　

薬
物
乱
用
に
対
す
る
正
し
い
知
識
を
持

ち
、
絶
対
に
手
を
出
さ
な
い
と
い
う
自
覚

が
大
切
で
す
。

　

薬
物
乱
用
は
「
ダ
メ
。
ゼ
ッ
タ
イ
。」

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、山
城
北
保
健
所（
℡

21
‐
２
１
９
８
）

7
月
は

『
愛
の
血
液
助
け
合
い
運
動
』
月
間

薬
物
乱
用
防
止
広
報
強
化
期
間

　

熱
中
症
に
注
意
を
！　

特
に
こ
の
季

節
、
熱
中
症
に
は
注
意
が
必
要
で
す
。
こ

ま
め
な
水
分
補
給
を
心
が
け
、
体
調
不
良

の
と
き
は
な
る
べ
く
外
出
を
控
え
、
ス

ポ
ー
ツ
や
屋
外
で
作
業
を
す
る
と
き
は
ス

ポ
ー
ツ
ド
リ
ン
ク
を
用
意
し
て
お
く
よ
う

に
し
ま
し
ょ
う
。

　

頭
痛
や
吐
き
気
、
め
ま
い
と
い
っ
た
症

状
が
見
ら
れ
、
熱
中
症
か
も
し
れ
な
い
と

思
っ
た
ら
応
急
手
当
を
行
い
ま
し
ょ
う
。

＊
お
問
合
せ
は
、
京
田
辺
市
消
防
署
井
手

分
署
（
℡
82
‐
３
０
０
０
）

消
防
署
井
手
分
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

　熱中症の応急手当

休息
安静にさせ、衣服を緩める、また、
必要に応じて脱がせ、体を冷却
しやすい状態とする。

冷却
涼しい場所 ( クーラーの入って
いるところ、風通しの良い場所 )
で休ませる。症状に応じて、必
要な冷却をおこなう

水分補給
意識がはっきりしている場合に
限り、水分補給をおこなう。意
識障害や吐き気がある場合は、
医療機関での輸液が必要となる。

○
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
に
よ
る
薬
物
乱
用

の
広
が
り

　

京
都
府
・
京
都
府
警
察
本
部
が
実
施
し

た
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
な
ど
に
よ
り
、
乱
用

弥
勒
会
か
ら
の
お
知
ら
せ

　

高
齢
者
生
き
が
い
活
動
の
ご
案
内

　

高
齢
者
の
方
の
社
会
参
加
を
図
り
、
生

き
が
い
と
健
康
づ
く
り
を
推
進
す
る
た

め
、
集
い
の
場
を
設
け
て
い
ま
す
。

　

は
じ
め
て
の
方
で
も
、
お
気
軽
に
お
越

し
い
た
だ
け
る
催
し
で
す
。
ご
参
加
を
お

待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

《
高
齢
者
生
き
が
い
活
動
》

▼
内
容
／
ペ
タ
ン
ク
▼
日
時
／
７
月
12

日
（
金
）・
23
日
（
火
）・
26
日
（
金
）
午

後
1
時
頃
～
3
時
半
頃
ま
で
▼
参
加
費
／

４
０
０
円
▼
場
所
／
山
吹
ふ
れ
あ
い
セ
ン

タ
ー
▼
対
象
／
60
歳
以
上
の
方
▼
持
ち
物

／
お
茶
（
水
分
補
給
用
）
▼
ご
自
宅
付
近

ま
で
送
迎
し
ま
す

＊
お
問
い
合
わ
せ
、
申
し
込
み
は
弥
勒
会

（
℡
０
９
０
‐
７
８
８
３
‐
３
４
７
８
）

ま
で

＊
感
染
対
策
の
た
め
マ
ス
ク
の
着
用
を
お

願
い
し
ま
す
。

▼
日
程
／
８
月
17
日
（
土
）
～
９
月
14
日

（
土
）
※
毎
週
土
曜
日　

午
前
９
時
半
～

午
後
４
時
半
▼
場
所
／
京
田
辺
市
商
工
会

館
▼
対
象
／
創
業
予
定
者
、
事
業
後
継
者

や
第
２
創
業
者
、
創
業
後
間
も
な
い
方
な

ど
▼
内
容
／
「
経
営
」
を
行
う
た
め
の
基

礎
知
識
や
ノ
ウ
ハ
ウ
等
を
実
践
的
に
勉
強

す
る
講
座
で
、
毎
年
多
く
の
起
業
者
を
輩

出
し
て
い
ま
す
。
中
小
企
業
診
断
士
と
経

営
支
援
員
が
創
業
者
の
思
い
を
形
に
し
、

そ
の
形
を
実
現
で
き
る
よ
う
全
面
的
に
支

援
し
ま
す
。
▼
定
員
／
15
名
▼
受
講
料
／

６
千
円
（
全
５
回
）
▼
申
込
方
法
／
Ｆ
Ａ

Ｘ
・
電
話
、
又
は
次
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
か
ら

Ｗ
Ｅ
Ｂ
で
お
申
し
込
み
下
さ
い
。

＊
申
込
・
問
合
せ
先
＝
山
城
地
域
ビ
ジ

令
和
６
年
度　

京
都
や
ま
し
ろ
創
業
塾
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ネ
ス
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
（
ＦＡＸ
62
‐

３
９
２
６　

℡
68
‐
１
１
２
０
）

講
座
・
教
室

【
健
康
教
室
】

▼
７
月
25
日
（
木
）
午
前
10
時
～
11
時
半

▼
持
ち
物
／
タ
オ
ル
・
健
康
手
帳
（
持
っ

て
い
る
方
の
み
）・
飲
み
物
▼
場
所
／
い

づ
み
人
権
交
流
セ
ン
タ
ー

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
い
づ
み
人
権
交
流

セ
ン
タ
ー
（
℡ 

82
‐
３
３
８
０
）
ま
で

健　

康

ン
タ
ー
（
℡
82
‐
３
６
９
０
）
ま
で

《
山
吹
体
操
ク
ラ
ブ
・
健
康
相
談
》

▼
日
時
／
７
月
11
日
（
木
）・
８
月
８
日

（
木
）
午
後
１
時
45
分
～
３
時
15
分
▼
場

所
／
賀
泉
苑

▼
日
時
／
８
月
１
日
（
木
）
午
後
１
時
45

分
～
３
時
15
分
▼
場
所
／
玉
泉
苑

▼
対
象
／
65
歳
以
上
の
方

※
お
問
い
合
わ
せ
・
申
込
み
は
、
社
会
福

祉
協
議
会
（
℡
82
‐
３
９
０
１
）
ま
で

《
社
協
♡
生
き
生
き
体
操
》

▼
日
時
／
７
月
24
日
（
水
）
午
後
１
時
半

～
３
時
▼
場
所
／
玉
泉
苑

▼
日
時
／
８
月
７
日
（
水
）
午
後
１
時
半

～
３
時
▼
場
所
／
賀
泉
苑

▼
対
象
／
概
ね
70
歳
以
上
の
方

※
お
問
い
合
わ
せ
・
申
込
み
は
、
社
会
福

祉
協
議
会
（
℡
82
‐
３
９
０
１
）
ま
で

【
ひ
ま
わ
り
カ
フ
ェ
】

▼
日
時
／
７
月
19
日
（
金
）
午
後
２
時
～

３
時
▼
場
所
／
Ｊ
Ｒ
玉
水
駅
前
休
憩
所
さ

く
ら

＊
認
知
症
や
も
の
忘
れ
に
つ
い
て
気
軽
に

話
す
こ
と
が
で
き
る
集
ま
り
で
す
。

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
地
域
包
括
支
援
セ

ン
タ
ー
（
℡
82
‐
３
６
９
０
）
ま
で

【
介
護
予
防
事
業
】

《
脳
ト
レ
教
室
ひ
ま
わ
り
》

▼
日
時
／
７
月
24
日
（
水
）
午
後
１
時
半

～
３
時
▼
場
所
／
賀
泉
苑

▼
日
時
／
８
月
７
日
（
水
）
午
後
１
時
半

～
３
時
▼
場
所
／
い
づ
み
人
権
交
流
セ
ン

タ
ー

▼
対
象
／
65
歳
以
上
（
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を

含
め
、
予
防
ゲ
ー
ム
や
脳
ト
レ
に
興
味
の

あ
る
方
は
年
齢
関
係
な
く
参
加
可
能
）
▼

持
ち
物
／
お
茶
（
水
分
補
給
用
）
▼
費
用

／
無
料

・
申
込
み
は
不
要
で
す

・
こ
の
教
室
で
は
認
知
症
の
こ
と
や
介
護

な
ど
の
相
談
も
受
け
付
け
て
お
り
ま
す
。

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
地
域
包
括
支
援
セ

子 

育 

て

【
乳
幼
児
健
康
診
査
】

《
乳
児
健
康
診
査
》

▼
日
時
／
８
月
５
日
（
月
）
▼
対
象
／
Ｒ

６
・
３
・
２
～
Ｒ
６
・
５
・
３
生
ま
れ
▼
受
付

／
個
別
案
内

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
保
健
セ
ン
タ
ー

（
℡
82
‐
３
３
８
５
）
ま
で

各 

種 

相 

談

※
無
料
法
律
相
談
は
予
約
制
で
す

※
お
問
い
合
わ
せ
は
、
社
会
福
祉
協
議
会

(

℡
82
‐
３
９
０
１)

ま
で

【
心
配
ご
と
相
談
・
人
権
相
談
・
消
費
生

活
相
談
】

▼
日
時
／
７
月
22
日
（
月
）
午
後
１
時
～

４
時
▼
場
所
／
賀
泉
苑

▼
日
時
／
８
月
５
日
（
月
）
午
後
１
時
～

４
時
▼
場
所
／
玉
泉
苑

＊
７
月
22
日
は
行
政
相
談
も
お
こ
な
い
ま

す
。

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
社
会
福
祉
協
議
会

（
℡
82
‐
３
９
０
１
）
ま
で

＊
消
費
生
活
相
談
は
、
電
話
で
も
相
談
を

受
け
付
け
て
お
り
ま
す
。
相
談
専
用
番
号

（
℡
０
９
０
‐
５
８
８
９
‐
５
３
６
７
）

【
聴
力
測
定
及
び
聞
こ
え
に
関
す
る
相
談
】

▼
日
時
・
場
所
／
7
月
30
日(

火) 

井
手

町
保
健
セ
ン
タ
ー
①
午
前
10
時
半
②
11
時

半
③
午
後
１
時
半
④
２
時
半(

お
一
人
約

1
時
間
、
完
全
予
約
制)

▼
定
員
／
4
名

▼
費
用
／
無
料

＊
言
語
聴
覚
士
が
聴
力
測
定
と
相
談
を
行

い
ま
す

＊
相
談
は
予
約
制
で
す
の
で
事
前
に
申
込

が
必
要
で
す
。

＊
問
い
合
わ
せ
は
、
聴
覚
障
害
者
生
活

支
援
セ
ン
タ
ー 

はｰ

も
に
ぃ
（
℡
30
‐

９
０
０
０
、
ＦＡＸ
55
‐
７
７
０
８
）

【
こ
こ
ろ
の
相
談
室（
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
）】

▼
日
時
／
７
月
26
日
（
金
）・
８
月
２
日

（
金
）
午
前
11
時
～
午
後
１
時
50
分
▼
場

所
／
い
づ
み
人
権
交
流
セ
ン
タ
ー
相
談
室

＊
こ
こ
ろ
の
相
談
室
は
予
約
制
で
す
。

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
い
づ
み
人
権
交
流

セ
ン
タ
ー
（
℡
82
‐
３
３
８
０
）
ま
で

【
障
が
い
者
相
談
】

▼
日
時
／
７
月
23
日
（
火
）・
８
月
13
日

（
火
）
午
後
１
時
半
～
４
時
▼
場
所
／
役

場
１
階
相
談
室

＊
障
が
い
者
相
談
は
予
約
制
で
す

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
高
齢
福
祉
課
（
℡

82
‐
６
１
６
５
）
ま
で

【
育
児
相
談
】

▼
日
時
／
８
月
７
日
（
水
）
午
前
９
時
～

11
時
▼
場
所
／
保
健
セ
ン
タ
ー

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、保
健
セ
ン
タ
ー（
℡

82
‐
３
３
８
５
）
ま
で

【
無
料
法
律
相
談
】

▼
日
時
／
７
月
22
日
（
月
）
午
後
２
時
～

４
時
▼
場
所
／
玉
泉
苑
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【
開
館
日
】
火
曜
日
～
日
曜
日

※
休
館
日
、
行
事
等
は
状
況
に

よ
り
変
更
と
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

【
開
館
時
間
】

４
月
～
９
月

　
　
　

午
前
10
時
～
午
後
６
時

10
月
～
３
月

　
　
　

午
前
10
時
～
午
後
５
時

☆
７
月
・
８
月
の
休
館
日

７
月
16
・
22
・
25
・
29
日

８
月
５
・
13
・
19
・
26
・
29
日

☆
貸
し
出
し
冊
数
お
よ
び
期
間

図
書
は
１
人
12
冊
・
２
週
間

雑
誌
は
１
人
５
冊
・
２
週
間

視
聴
覚
資
料
は
１
人
３
点
・
１

週
間

☆
主
な
新
着
資
料
の
紹
介

　

７
月

一
般
書

「
笑
う
森
」　　
　
　

 

荻
原 

浩

「
天
に
挑
む 

大
谷
刑
部
伝
」

　
　
　
　
　
　
　

 

佐
々
木 

功

「
鳥
と
港
」　　

 

佐
原 

ひ
か
り

「
最
後
の
甲
賀
忍
者
」

　
　
　
　
　
　
　

 

土
橋 

章
宏

「
ド
ク
タ
ー
・
デ
ス
の
再
臨
」

　
　
　
　
　
　
　

 

中
山 

七
里

「
六
十
路
通
過
道
中
」

　
　
　
　
　
　
　

 

群 

よ
う
こ

「
関
心
領
域
」

　
　

マ
ー
テ
ィ
ン
・
エ
イ
ミ
ス

児
童
書

「
に
ゃ
あ
に
ゃ
あ
た
い
そ
う
」

　
　
　
　
　
　
　

 

宮
野 

聡
子

「
つ
き
の
よ
る
は
さ
わ
が
し
い
」

　
　
　
　
　
　

 

お
の 

か
つ
こ

「
し
ず
か
な
と
こ
ろ
は
ど
こ
に

あ
る
？
」　　
　
　

島
塚 

絵
里

「
ふ
し
ぎ
な
つ
う
が
く
ろ
」

　
　
　
　
　
　
　

 

花
里 

真
希

「
ち
ょ
っ
ぴ
り
な
が
も
ち
す
る

そ
う
で
す
」

　
　
　

 

ヨ
シ
タ
ケ 

シ
ン
ス
ケ

７
月
・
８
月
の
図
書
館
行
事

《
わ
く
わ
く
ド
キ
ド
キ
お
は
な

し
の
じ
か
ん
》

７
月
13
日
（
土
）・
８
月
10
日

（
土
）

い
ず
れ
も
午
前
11
時
～

図
書
館
・
絵
本
コ
ー
ナ
ー

《
夏
の
お
は
な
し
会
》

７
月
28
日
（
日
）
午
前
11
時
～

図
書
館
・
絵
本
コ
ー
ナ
ー

　詐欺師の藍は、政治家
のパーティーで知り合っ
たみちるに興味を抱く。
みちるは親の仇を捜して
いた。仇とは、世界的企業・
戸賀崎グループ筆頭株主
の戸賀崎喜和子。隙だら
けの復讐計画を聞いた藍

詐欺師と詐欺師
川瀬　七緒

は、みちるに協力するが…。

　多種多様なカラス被害
の現場を見てきた著者が、
科学的根拠に基づいた現
場別の被害対策を伝授。
また、ヒトを襲う、黄色
が嫌い、カカシやCDの
効果など、カラスをめぐっ
て囁かれる噂の真相に、
カラス目線で迫る。

ヒトとカラスの知恵比べ
塚原　直樹

いちかちゃん
いとう　みく

はちっとも気にしていません。ぼくは、そんない
ちかちゃんを、ひそかにさいきょうだと思ってい
て…。

　いちかちゃんとぼくは
2年生。同い年のいとこ
です。いちかちゃんはい
つもぼーっとしています。
よくわすれものをするし、
あんまりお友だちとあそ
びません。学校の先生は
まいにちなんどもいちか
ちゃんのなまえをよびま
す。でも、いちかちゃん

《
夏
の
企
画
展
・
水
害
展
》

８
月
６
日
（
火
）
～
18
日
（
日
）

図
書
館
・
企
画
展
示
コ
ー
ナ
ー

７
月
・
８
月
の
出
張
貸
出

☆
賀
泉
苑
（
毎
週
水
曜
日 

午

前
10
時
～
正
午
）

７
月
17
・
24
・
31
日

８
月
７
・
14
・
21
・
28
日

☆
玉
泉
苑
（
毎
週
金
曜
日 

午

前
10
時
～
正
午
）

７
月
12
・
19
・
26
日

８
月
２
・
９
・
16
・
23
・
30
日

☆
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
（
お

も
ち
ゃ
図
書
館
）

７
月
23
日
（
火
）・
８
月
22
日

（
木
）

い
ず
れ
も
午
前
10
時
～
正
午

ふるかなふるかな ?
キム　ジョンソン
　おんなのことわんちゃ
んは、あめがふるのをまっ
ています。きいろいコー
トと、ながぐつと、かさ。
おんなのこは、じゅんび
ができました。おそとに
でたけれど、ふってない。
きっとふるとおもったの
に、まだふらない。あき
らめかけたとき、ぴとっ
とあめがふってきました ! おんなのことわんちゃ
んは、あめのひをおもいっきりたのしみますが…。
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ごみは、朝９時までに出してください。
★燃やすごみ、その他ごみ、プラマーク容器包装、カン、ビン、ペットボトルは透明・半透明の袋に入れて出
　してください。
★刈り草も透明または半透明の袋で出してください。刈枝は長さ 50㎝以下、太さ 5㎝以下にして、ひもで束
　ねて燃やすごみの日に出してください。ダンボール、紙袋等の中身が見えない袋では出さないでください。
★粗大ごみは、収集日の１週間前までに産業環境課へ電話予約（℡ 82‐ 6168）してください。（テレビ・冷
　蔵庫・冷凍庫・洗濯機・洗濯乾燥機・エアコン・パソコンは除きます）
★テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・洗濯乾燥機・エアコン・パソコンは家電リサイクル品です。
　※古紙等（新聞、雑誌、ダンボール、紙パック、雑紙〈その他の紙類〉ごとに分別のうえ）の収集は全地区
　毎週月曜日です。

ごみ収集日程表（7月 11日～ 8月）

区　分
地　区 燃やすごみ カン ビン ペット

ボトル 粗大ごみ プラマーク
容器包装 その他

北　　　区
南　　　区
水　無　区

火・金曜日 7月 11日
8月 8日

8月 1日
8月 29日

7月 25日
8月 22日

7月 18日
8月 15日 水曜日 火曜日

玉　水　区
石　垣　区
高　月　区

月・木曜日 7月 12日
8月 9日

8月 2日
8月 30日

7月 26日
8月 23日

7月 18日
8月 15日 水曜日 火曜日

上 井 手 区
多 賀 全 区 火・金曜日 7月 18日

8月 15日
8月 1日
8月 29日

7月 25日
8月 22日

7月 11日
8月 8日 水曜日 水曜日

※ごみ収集に関するお問い合わせは、役場産業環境課（℡ 82-6168）まで

し尿収集日程
収集日 し尿収集

区域番号 収集区域
7月 17日・8月 7日 ⑤ 西北河原、東北河原、南口、西北ノ代、北口、西北組、茶臼塚、

新造、東北組、甚五郎谷

7月 19日・8月 9日 ⑦ 西南組、東南組、立石、小払、岩倉、馬場崎、上山田

7月 24日・8月 19日 ⑩ 内垣内、帽子田、下川、判ノ地、高橋、宮ノ後、蛇谷、粟岡、
安堵山、起、佃、平山

7月 26日・8月 21日 ⑫ 里、玉ノ井、西高月、清水、栢ノ木、西山、新四郎山、西垣内、
中垣内、東垣内、田村新田

7月 31日・8月 26日 ⑮ 川久保、北玉水、辻垣内、野畑、山田、南玉水、段ノ下、扇畑、
浜田、柏原

7月 11日・8月 2日
8月 28日 ② 阿弥陀寺、梅ノ木原、野神、北猪ノ阪、南猪ノ阪、宮ノ本、北溝、

南溝、柴木田、下赤田

※ し尿収集日程に関するお問い合わせは、役場産業環境課（℡ 82-6168）まで

（粗大ごみ）
出せる物・出し方
●タンス　●机　●テーブル　●コタツ　●椅子　●自転車　●ソファー
●ファンヒーター　●絨毯　●ストーブ　●ベッド　●食器棚　●マットレス　など
※家電リサイクル法の対象品（テレビ、エアコン、洗濯機、冷蔵庫、
　冷凍庫）や、パソコンなどは回収できません。
※一世帯で一度に出すことができる粗大ごみは、3 点までです。
※屋内等から粗大ごみを運び出すことはしません。

収集日の一週間前までに産業環境課 ( ℡ 82-6168) へ、お申し込みく
ださい。井手町のホームページからもお申し込みできます。



まちのカレンダー

　玉水駅前さくらでは、毎日手作りの日替わり
ランチ (600 円 ) をご用意しています。ぜひ、
ご賞味ください。お弁当をご希望の方は午前
10時までにご予約ください。

イートインで営業中です！
「とんかつ定食」

　　　　　　　
営業時間　　　午前９時～午後 4 時半
ランチタイム　午前 11 時～午後 2 時
定休日　　　　日曜・祝日　

玉水駅前休憩所 さくら
（℡ 0774-82-3174）

月日 曜日 行　　　　事
7/11 木

12 金 大正琴教室（午前 10時～正午、いづみ人権交流センター）
太極拳教室（午後１時半～３時半、いづみ人権交流センター）

13 土
IDEゆうゆうスポーツクラブ（午前９時半～、井手小）
コーラス教室（午前 10時～ 11時半、いづみ人権交流センター）
わくわくドキドキおはなしのじかん（午前 11時～、山吹ふれあいセンター）
ヒップホップダンス教室（午後１時半～３時５分、いづみ人権交流センター）

14 日

15 月 海の日
16 火 ペン習字教室（午前 10時～正午、いづみ人権交流センター）
17 水 パソコン教室 (午後１時～３時半、午後７時～９時、いづみ人権交流センター )
18 木

19 金 お楽しみ会（午後１時半～、いづみ人権交流センター）
ひまわりカフェ（午後２時～３時、JR玉水駅前休憩所さくら）

20 土
IDEゆうゆうスポーツクラブ（午前９時半～、多賀小）
スポーツ交流教室（午後１時半～３時、いづみ人権交流センター）
スポレク（午後３時半～４時半、いづみ人権交流センター）

21 日

22 月
心配ごと相談・人権相談・消費生活相談（午後１時～４時、賀泉苑）
無料法律相談 (午後２時～４時、玉泉苑・予約制）
いこいの場サロン（午前 10時～正午、いづみ人権交流センター）

23 火 障がい者相談（午後１時半～４時、役場 1階相談室・予約制）

24 水 パソコン教室 (午後１時～３時半、午後７時～９時、いづみ人権交流センター )
脳トレ教室ひまわり（午後１時半～３時、賀泉苑）

25 木 健康教室（午前 10時～ 11時半、いづみ人権交流センター）

26 金

夏休み小学生学習会（午前９時半～ 11時半、いづみ児童館）
大正琴教室（午前 10時～ 11時半、いづみ人権交流センター）
こころの相談室（午前 11時～午後１時 50分、いづみ人権交流センター・予約制）
人権学習（午前 11時半～正午、午後３時～３時半、いづみ人権交流センター）
太極拳教室（午後１時半～３時、いづみ人権交流センター）

27 土
IDEゆうゆうスポーツクラブ（午前９時半～、井手小）
プログラミング教室 (午前 10時～正午、いづみ児童館）
ヒップホップダンス教室（午後１時半～３時５分、いづみ人権交流センター）

28 日

29 月

30 火 手芸教室（午前 10時～正午、いづみ人権交流センター）
井手玉川大学（午後１時半～３時、山吹ふれあいセンター）

31 水 夏休み小学生学習会（午前９時半～ 11時半、いづみ児童館）

8/1 木 無火災デー防火パレード
手芸教室（午前 10時～正午、いづみ人権交流センター）

2 金 こころの相談室（午前 11時～午後１時 50分、いづみ人権交流センター・予約制）

3 土 スポレク（午後２時～３時、いづみ児童館）
お楽しみ会（午後３時～４時、いづみ人権交流センター）

4 日

5 月
乳児健康診査（受付時間は個別案内、保健センター）
手芸教室（午前 10時～正午、いづみ人権交流センター）
心配ごと相談・人権相談・消費生活相談（午後１時～４時、玉泉苑）
英語で遊ぼう（午後３時～４時半、いづみ人権交流センター）

6 火 ペン習字教室（午前 10時～正午、いづみ人権交流センター）

7 水 育児相談（午前９時～ 11時、保健センター・予約制）
脳トレ教室ひまわり（午後１時半～３時、いづみ人権交流センター）

8 木 手芸教室（午前 10時～正午、いづみ人権交流センター）

9 金 大正琴教室（午前 10時～正午、いづみ人権交流センター）
太極拳教室（午後１時半～３時半、いづみ人権交流センター）

10 土 スポレク（午後２時～３時、いづみ児童館）
お楽しみ会（午後３時～４時、いづみ人権交流センター）

（7 月 11 日～ 8 月 10 日）

公共施設電話番号一覧
名　称 電話番号 名　称 電話番号
市外局番　0774 市外局番　0774

総務課 82-6161 保健センター 82-3385

安心・安全推進課 82-6170 地域包括支援センター 82-3690

企画財政課 82-6162 泉ヶ丘中学校 82-2070

税務課 82-6163 井手小学校 82-2119

住民福祉課 82-6164 多賀小学校 82-2112

高齢福祉課 82-6165 玉川保育園 82-2153

保健医療課 82-6166 多賀保育園 82-2225

建設課 82-6167 いづみ保育園 82-4160

産業環境課 82-6168 子育て支援センター 82-2232

上下水道課 82-6169 環境衛生センター 82-4651

会計課 82-6171 学校給食センター 82-3617

議会事務局 82-6172 まちづくりセンター椿坂 82-3838

教育委員会　学校教育課 82-4333 町立デイサービスセンター 99-4318

教育委員会　社会教育課	 82-6300 老人福祉センター「玉泉苑」 82-3499

図書館 82-5700 老人福祉センター「賀泉苑」 82-5059

いづみ人権交流センター
82-3380
82-4112

京田辺市消防署　井手分署 82-3000

同和・人権政策課
井手町役場　代表番号 82-2001

いづみ児童館

発行：京都府綴喜郡井手町　編集：企画財政課　井手町ホームページ：https://www.town.ide.kyoto.jp/

おめでとうございます
(5 月 11 日から 6月 10日までの届け出分・敬称略 )

住	所 赤ちゃん 届	出	人

井	手 西	島　実
みつ

	輝
き

卓	見

多	賀 遠	藤　琴
こと

	世
せ

励

〈
出
生
〉


